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表１ 実施スケジュール 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

相談窓口(相談体制）の運用方針を定めた
空き家相談窓口業務対応マニュアル・Q＆Aの作成

相談員の研修・育成 ● ●

②専門家団
体連携体制
構築

空き家対策研究会の開催
(相談体制、空き家相談窓口業務対応マニュアル等に関する研究会)

空き家に関するパンフレット作成

相談体制整備について広報

相談窓口開設、セミナー開催について広告掲載

相談窓口の開設

相談内容の解決・データ蓄積作業

相談者向けセミナー開催（アンケート実施含む） ● ●

連携拡充
⑤専門家団
体連携体制

拡充
専門家団体との連携体制拡充

対応準備

①相談員の
育成

③意識啓発

相談受付
④相談事務

実施

ステップ 取組内容 具体的な内容（小項目）

平成３０年度

事 業 名 称 
空き家コーディネーターの育成とニーズに適したワンストップの相談体制構

築事業 

事 業 主 体 名 熊本市 

連 携 先 

熊本県弁護士会、熊本県司法書士会、熊本県行政書士会、 
（一社）熊本県建築士事務所協会、熊本県土地家屋調査士会熊本支部、 
（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会熊本県支部、 
（公社）熊本県不動産鑑定士協会 （熊本市空家等対策協議会参加団体） 

対 象 地 域 熊本県熊本市 

事 業 の 特 徴 
空き家対策の担い手となる様々な専門家団体と連携した空き家相談窓口の開

設及び連携体制の構築 

成 果 
・空き家相談窓口の実施   ・空き家セミナーの開催 

・空き家パンフレットの作成 ・空き家相談に関するデータ蓄積 

成果の公表先 熊本市ホームページ  http://www.city.kumamoto.jp/ 

 

１．事業の背景と目的 

  熊本市は、総務省の平成 25 年住宅・土地統計調査において、空き家率が 14.1%と全国に比べて

高かったため、空家等対策の推進に関する特別措置法制定前の 2014年(平成 26年)に「熊本市老

朽家屋等の適正管理に関する条例」を施行し、空家等の適正な管理を促し啓発するとともに、管

理不全な空家等に対し助言や指導を実施し、改善を促してきた。また、2015 年(平成 27 年)3 月

には、「熊本市住生活基本計画」を策定し、その中で空き家対策の考え方を整理した「空き家対

策方針」を定めた。さらに、今後、ますます増加していく空家等対策として「空き家対策方針」

をベースに、空家等に対する基本方針や今後の方向性を定め、総合的かつ計画的に対策を推進し、

「安全・安心な魅力ある住環境の実現」を目指して新たに「熊本市空家等対策計画」を策定中で

ある。 

このように本市は空き家対策を加速させているところだが、空き家に関する多様な相談に対応

できる人材育成、多様な専門家等との連携による相談体制が構築されていない。 

そのため、多様な専門家及び民間事業者等との相談体制の構築、空き家等の相談に対応できる

人材の育成、相談対応マニュアルやパンフレットの作成等、空き家相談員の育成及び連携体制の

構築に取り組むこととした。 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

 事業の概要と手順は以下のとおり。 
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取組内容 具体的な内容 

（小項目） 

担当者（組織名） 業務内容 

相談員の育成 

 

相談窓口(相談体制）の運用方

針を定めた空き家相談窓口業

務対応マニュアル・Q＆A の作

成 

熊本市 

空き家対策研究会 

相談窓口での対応に関するマニュアル及び

Ｑ＆Ａを作成する 

相談員の研修・育成 熊本市 研修会開催を呼び掛けて啓発し、空き家に

関する幅広い知識を得る研修会及び報告会

を開催 

専門家団体 

連携体制構築 

空き家対策研究会の開催 

(相談体制、空き家相談窓口業

務対応マニュアル等に関する

研究会) 

熊本市 

空き家対策研究会 

相談体制の運用方針の決定、相談窓口の運

用、相談員の確保及び相談内容の解決策に

ついて協議・検討を行う 

意識啓発 空き家に関する 

パンフレット作成 

熊本市 相談窓口等で配布する市民向け啓発用パン

フレットの作成 

相談体制整備について広報 熊本市 相談体制構築についての普及、市民への啓

発を目的とした報道機関への広報活動 

相談窓口開設、セミナー開催

について広告掲載 

熊本市 市民への意識啓発を目的としたセミナー等

の集客を目的とした広報活動 

相談事務実施 相談窓口の開設 熊本市 

空き家対策研究会 

空き家対策研究会に参加する団体から相談

員を出してもらい、市内各区に相談窓口を

開設 

相談内容の解決・データ蓄積

作業 

熊本市 

空き家対策研究会 

相談内容の解決方法、そこに至るまでに掛

かった時間等について取りまとめる 

相談者向けセミナー開催 

（アンケート実施含む） 

熊本市 市民への意識啓発を目的としたセミナーを

開催 

専門家団体連

携体制拡充 

専門家団体との連携体制拡充 熊本市 相談窓口での案内先充実及びパンフレット

への窓口掲載を行うため、空き家対策研究

会に参加していない団体へ今後の連携を呼

びかける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 各取組の業務役割分担表 

図１ 取組フロー図 

【取組フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家全般 

（通常期・予備期・空き家） 

提案 

対策 

実施 

対応 

準備 

相談 

対応 

⑤専門家連携体制

拡充 

①相談員の育成 

②専門家連携体制構築 

④相談事務実施 

③意識啓発 

空き家ステージ 

取組ステップ 

②専門家団体連携体制構築 

⑤専門家団体 

連携体制拡充 
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図２ 空き家相談窓口業務対応マニュアル(表紙) 

写真１ マニュアル検討会議 

図３ Q＆A（表紙） 

（２）事業の取組詳細 

①相談員の育成 

１）空き家相談窓口業務対応マニュアルの作成 

    空き家所有者等からの相談業務を円滑に進めるため、また相談対応方法の統一化や相談対

応のスキルアップを図るため、相談員向けに今回の相談窓口で使用する「空き家相談窓口業

務対応マニュアル」を作成した。 

マニュアルは、「相談員の資質向上」及び「連携体制の構築」に重点を置いて作成した。 

このため、マニュアルには「相談員の役割」、「相談業務時の留意事項」、「相談業務の流れ」、

「相談票の記載取扱」等を記載した。特に「相談業務の流れ」においては、窓口での解決が

困難な場合における連携先への相談者の取次ぎ対応について詳細に記載した。 

    なお、マニュアルは、空き家対策研究会（「②専門家連携体制構築」にて後述）にて協議・

検討を重ねて作成した。 

２）空き家相談窓口業務 Q＆Aの作成 

    相談窓口において、適切な相談業務を実施するためには、相談者からの相談事項に対して

適確な対応及び助言を行っていくことが求められる。そのため、様々な分野の相談を想定し、

連携先からなる「空き家対策研究会」で検討を重ねて「空き家相談窓口業務 Q＆A」を作成し

た。 

    Q＆A は、過去に相談窓口を行った経験のある団体で作成されたものを参考に、本市の事

例・対応に即した内容とした。なお、Q＆Aも空き家対策研究会にて協議・検討を重ねた。 
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写真２ 研修会の様子 

表３ 空き家対策研究会構成員 

写真３ 報告会の様子 

委 員 等 所 属 等

1 弁護士（法務） 熊本県弁護士会

2 司法書士（法務） 熊本県司法書士会

3 行政書士（法務） 熊本県行政書士会

4 土地家屋調査士（不動産） 熊本県土地家屋調査士会熊本支部

5 宅地建物取引士（不動産） （公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会熊本県支部

6 不動産鑑定士（不動産） （公社）熊本県不動産鑑定士協会

7 建築士（建築） （一社）熊本県建築士事務所協会

8 市職員 都市建設局都市政策部建築指導課老朽家屋対策室

  ３）相談員の研修・育成 

    空き家相談窓口を開催するにあたり、相談窓口を担う相談員の対応方法を統一するため研

修会（平成３０年１０月２９日）を行った。 

 研修会は、先進自治体講演会と相談窓口業務研修の２部構成とした。先進自治体講演会で

は、ワンストップの空き家相談窓口を開設している宗像市及び住マイむなかたの職員を講師

に迎えて、空き家相談窓口のノウハウについて講演頂いた。相談窓口業務研修は、空き家相

談窓口業務対応マニュアルをもとに行った。 

 また、事業終了後は、空き家相談窓口報告会を開催した。報告会（平成３１年２月２０日）

では、相談窓口実績及び相談業務を担った相談員を対象としたアンケートの集計結果につい

て報告した。 

 さらに、今後の相談窓口のあり方等について相談員から意見聴取を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②専門家団体連携体制構築 

  １）空き家対策研究会の開催（相談体制、空き家相談窓口業務対応マニュアル等に関する研究会） 

    本事業に取り組むにあたり、実現の可能性及び持続可能性を高めるために、「熊本市空家

等対策協議会」に委員として参加する専門家及び民間事業者等の所属する団体へ「空き家対

策研究会」への参加を呼びかけた。その結果、７団体（表３参照）に参加いただくこととな

った。研究会では相談体制の運用方針、相談窓口の運用、相談員の確保及び相談内容の解決

策等について協議を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

表４ 空き家パンフレットの構成 

表５ 相談窓口案内先一覧 

規格
・A3　2つ折り（仕上がりA4）
・4ページ（見開き）
・フルカラー

印刷部数 3,000部

タイトル この空き家どうしよう？「空き家のあれこれ～あなたの大切な資産を活かすために～」

掲載内容

・空き家をそのままにしておくと発生する様々な問題（建物の劣化、防災面・防犯面の
リスク、地域への影響）について
・空き家を財産として受け継いでいくために必要な管理のポイントについて
・空き家化予防のポイント（登記の重要性、相続対策）について
・空き家活用のポイント（所有者自身での活用、賃貸、売却、解体）について
・空き家倒壊事故による損害賠償額試算例
・相談窓口一覧

団体名 問い合わせ内容

熊本地方法務局 登記に関すること

熊本県行政書士会 相続人調査に関すること

熊本県司法書士会 相続・登記・成年後見に関すること

熊本県弁護士会 法律相談に関すること

（一社）熊本県宅地建物取引業協会 不動産取引に関すること

（公社）熊本県賃貸住宅経営者協会 不動産の売買・賃貸に関すること

（一社）熊本県建築士事務所協会 耐震診断、リフォーム（改築・模様替え）に関すること

（一社）熊本県優良住宅協会
熊本県住宅リフォーム協会

リフォーム（改築・模様替え）に関すること

（公社）熊本県不動産鑑定士協会 不動産の価格・利用に関すること

熊本県土地家屋調査士会 土地の境界に関すること

（一社）熊本県解体工事業協会 解体に関すること

熊本市 建築指導課 老朽家屋対策室 近隣の空き家に関すること

熊本市 建築政策課 住宅セーフティネットに関すること

熊本市 建築政策課 建築物安全推進室 戸建木造住宅の耐震化に関すること

 ③意識啓発 

１）空き家に関するパンフレット作成 

   空き家の所有者等が抱えている困りごとに対応する情報提供パンフレットを作成。パンフレ

ットは、「空き家の管理」「空き家化の予防」「空き家の活用」について見開きで分かりやすく

掲載した。 

裏表紙には空き家倒壊事故による損害賠償額試算例を掲載し、空き家の所有者等の管理意識

を高める内容とした。また、相談内容に応じて、対応できる相談窓口を案内できるよう様々な

団体の相談窓口を掲載した。掲載内容は、問い合わせ内容、団体名、連絡先、受付日時とした。 

   パンフレットの構成は、イラストなどを使い注目をひき、分かりやすいものとした。また、

高齢者等が手にとることも想定し、色、文字体などユニバーサルデザインに配慮したつくりと

した。 

なお、パンフレットも、空き家対策研究会にて協議・検討を重ねて作成した。 
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写真４ 研究会における報道取材の模様 

表６ 相談窓口及び相談者向けセミナーの広報手段 

広報手段

1 市政だより

2 情報紙（フリーペーパー）

3 市ホームページ

4 報道資料投げ込み（※テレビ局、新聞社、ラジオ局）

5 市政広報ラジオ

6 熊本市公式facebook

7 熊本市公式Twitter

8 熊本市公式LINE（一部のエリアに限る）

9 公民館だより（一部の公民館に限る）

10 防災無線（一部のエリアに限る）

 ２）相談体制整備について広報 

   本事業についてテレビをはじめ、各種マスコミに取り上げていただき、市民への意識啓発を

行う為に、報道資料の配布(投げ込み)等の働きかけを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３）相談窓口開設、セミナー開催について広告掲載 

   相談窓口及び相談者向けセミナー開催に関する広報は、市の媒体のみならず、テレビ、ラジ

オ、情報紙（フリーペーパー）等の多くの媒体を利用して広く周知を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④相談事務実施 

 １）相談窓口の開設 

   11月、12月、1月の 3ヵ月間、空き家相談窓口を開設し、専門家等が空き家所有者等の相談

に応じた。相談窓口体制の概要は以下のとおり。 

  ●空き家相談窓口業務における市と相談員の役割 

[ 市 ] 

   ・相談窓口の実施に必要な事項の決定、指揮統括。 

   ・市政だより、市ホームページ、情報紙等を活用した空き家相談窓口の広報 

   ・空き家の公的利用についての相談や近隣住民からの相談など、相談員が相談対応すること

が困難な場合についての対応 

   ・相談窓口に関する苦情対応 
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図４ 市と相談員の役割 

   ・関係団体との連絡調整 

 [相談員] 

 ・相談窓口対応 

 ・市を介して取次のあった相談の対応(窓口での解決が困難な相談は、市を介して各分野の

専門団体(以下、「関係団体」という。)に取次ぎ、対応することとした) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相談時間、受付形式、設置場所、相談体制 

相談時間：午後 1 時 30分 ～ 午後 4時 30 分（1 件あたりの目安は約 30分） 

受付形式：来所にて受付。予約不要。 

設置場所：市役所及び各区役所並びに市施設（14 か所）。 

相談体制：相談窓口にて面談により空き家相談に応じ、情報提供、助言を行った。当日の面 

談による相談のみでは情報提供、助言が困難な場合は、市を介して各専門家の関 

係団体に取り次ぎ、相談に対応した。 

 

●相談対象者 

今回の空き家相談窓口業務では、相談対象者の条件を設けなかった。門戸を広げることで、

多岐にわたる空き家相談を受け付け、ノウハウを習得し、連携体制の構築に結び付けられるよ

う実施した。 

 

●空き家相談に伴う費用負担 

空き家に関する相談は、原則無料で行うものとした。戸籍、公図、登記事項証明書、地積測

量図など物件調査における必要書類取得は、相談者自身に行っていただいた。 

 

●相談員の基準 

   空き家相談窓口業務は、空き家対策という社会的使命とコンプライアンスを伴う業務である

ことから、専門的知識と技能、相談対応の経験が必要である。このため、相談員は、以下のい

ずれかの基準を満たしていることを推奨した。 

   ※相談員の基準(以下のいずれかに該当すること) 

    ・法律相談に関する実務経験があること 

    ・相続、権利関係、登記に関する実務経験があること 

    ・建築行為に関する実務経験があること 

    ・不動産取引、管理、活用に関する実務経験があること 

    ・境界調査、確定、登記に関する実務経験があること 

 

相談員：相談窓口対応。取次のあった相談の対応。 

市：相談窓口の実施に必要な事項の決定、指揮統括。広報活動。 

  公的利用についての相談や近隣住民からの相談。 

相談窓口に関する苦情対応。関係団体との連絡調整。 

熊本市と相談員との連携による相談体制の構築 
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●各分野の専門家等との連携・協力 

   空き家相談窓口業務は、多様な専門家との連携・協力体制を組み、ワンストップで具体的な

手法の提案を行うこととした。原則として、相談窓口は、相談者１組に対して専門家２人(相

続等の法律に詳しい専門家１名、不動産等の建物・土地に詳しい専門家１名)での対応を原則

とした。 

 

●相談者に対する空き家の予防・管理・活用等に関する提案 

   相談員には、相談者が空き家の予防・管理・活用等に必要な費用について無料相談の対応範

囲内で目安としての費用の提示や、参考事例の紹介を行うよう依頼した。 

   

●相談対応の記録 

空き家相談窓口で対応した内容は、空き家相談票に記録することとした。空き家相談票は、

相談者１組に対して専門家２人１組で１枚作成した。 

 

  ２）相談内容の解決・データ蓄積作業 

    相談窓口では、相談者情報、建物情報、相談情報、対応結果等を空き家相談票に記録した。

空き家相談票に記録した内容はデータ化し、空き家問題の実情を捉えた相談体制の構築に結

び付けることとした。 

    また、相談窓口を担った相談員を対象に空き家相談窓口に関するアンケートを実施し、相

談員のニーズも加味した連携体制の構築について検討することとした。 

 

  ３）相談者向けセミナー開催（アンケート実施含む） 

市民の空き家問題に対する意識を高めるために、空き家発生の予防、利活用等についての

セミナーを開催した。セミナーは、多くの市民に関心をもって参加してもらえるように、テ

ーマを空き家に絞らず、終活やライフプランニングの内容と絡めて実施した。 

また、セミナーは、講師による講演だけでなく、参加者が実際に様々な専門家に相談でき

る時間を設けた。 

 

  ⑤専門家団体連携体制拡充 

    連携団体として参加していない団体に対しても、相談窓口での案内先充実及びパンフレッ

トへの窓口掲載を行うために協力を呼びかけた。 

 

（３）成果 

①相談員の育成 

１）空き家相談窓口業務対応マニュアルの作成 

    各専門家と連携した相談事業による空き家対策を推進するための参考資料として、相談員 

を対象とした事前研修会にて空き家相談窓口業務対応マニュアルを配布した。これにより、

今回の相談事務において「相談員の資質向上」及び「連携体制の構築」を図ることができた。 
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図５ 空き家相談窓口業務対応マニュアル(抜粋) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

図６ 空き家相談窓口業務 Q＆A(抜粋) 

２）空き家相談窓口業務 Q＆Aの作成 

Q＆Aは、相談員に配布した。これにより、相談者からの相談事項に対して適切に対応及び

助言を行うことができた。この Q＆A は、有意な相談事業を行うために必要不可欠であると

捉えており、今後とも相談対応の積み上げにより内容を充実させていく。 
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表７ 空き家対策研究会実施内容 

開催日程 議題

第1回
平成30年9月5日

(1)市民相談窓口体制の検討について
(2)専門家研修会の検討について
(3)空き家に関するパンフレットの検討について

第2回
平成30年9月28日

(1) 相談窓口体制について
(2) 空き家相談窓口業務対応マニュアル・調査票・パンフレット
　　について
(3) 担い手向け研修会について

第3回
平成30年10月11日

(1) 相談窓口体制について
(2) 空き家相談窓口業務対応マニュアルについて
(3) 担い手向け研修会について

第4回
平成30年12月3日

(1) 第１回空き家相談窓口について（報告）
(2) 個別相談事項の取り次ぎ先等について（検討）
(3) 空き家相談窓口の改善点について
(4) 第３回空き家相談窓口の開催場所について

第5回
平成31年1月10日

(1) 第２回空き家相談窓口について（報告）
(2) 個別相談事項の取り次ぎ先等について（検討）
(3) 熊本市空き家相談窓口に対するアンケートについて

第6回
平成31年2月1日

(1) 第３回空き家相談窓口について（報告）
(2) 多様な専門家等との連携体制のあり方について（検討）

  ３）相談員の研修・育成 

事業開始前に研修会を開催することで、多くの相談員に空き家の現状・課題を理解し、問

題解決に必要な知識を習得してもらい、意識を高めていただいた。これにより、「空き家の

全般的な相談に対して、その内容に応じた適確な対応ができる高度な人材の育成」を図るこ

とができた。 

また、事業終了時に開催した報告会では、相談員に対して相談内容の集計結果について報

告することで、相談者のニーズを把握してもらった。また、相談員を対象に行ったアンケー

ト結果についても報告することで、相談員の士気向上につなげた。 

 

②専門家団体連携体制構築 

  １）空き家対策研究会の開催(相談体制、空き家相談窓口業務対応マニュアル等に関する研究会） 

空き家対策研究会は６回開催した。連携団体と協議を重ねたことで、今回の相談事務にお

いて連携先と相談体制を構築することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③意識啓発 

 １）空き家に関するパンフレット作成 

作成したパンフレットは、相談窓口をはじめ、市の施設、連携先、法務局、県主催のセミ

ナー等にて配布した。これにより、空き家の所有者がその活かし方及び管理方法を正しく認

識して問題意識を持つとともに、各専門家団体の空き家相談窓口の周知について、一定の効

果を得ることができた。また、各種相談窓口を掲載することで、どの業種の団体がどのよう

な相談業務を担えるのか把握することが可能となり、連携先への相談者の取次ぎなどが可能

となった。 
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図７ 空き家パンフレット 

図８ 空き家パンフレット 

13：00～16：00 月・木(要予約) 
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写真５ 相談窓口の様子(本庁舎 1 階ロビー) 

媒体 報道内容

テレビ（地方局）
熊本市における空き家相談体制構築に向けた取り組みとして空き家対
策研究会を報道。

新聞（地方紙）
「空き家の悩み　解決支援」と題して、空き家相談窓口についての記事
掲載。

表８ 報道媒体と報道内容 

図９ 新聞記事掲載内容 

平成３１年１月８日 熊本日日新聞 

 ２）相談体制整備について広報 

報道機関への広報活動の結果、以下の媒体で取り上げて頂き、市民への意識啓発を図るこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３）相談窓口開設、セミナー開催について広告掲載 

相談窓口開設、相談者向けセミナー開催についての広報活動は、市の媒体のみならず、テ

レビ、ラジオ、情報紙（フリーペーパー）等の多くの媒体を利用して広く周知を図ったこと

で、市外からの相談者およびセミナー参加者を募ることができた。 

④相談事務実施 

  １）相談窓口の開設 

    平成 30 年 11 月 20 日から空き家相談業務を開始した。相談員が相談者からヒアリングを

行い、適確なアドバイスを行った。窓口での助言が困難であった案件は、連携団体に取り次

ぎ、相談業務を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

中央区 東区 西区 南区 北区 計

第１回

(11月開催)
8 16 11 0 2 37

第２回

(12月開催)
24 4 10 5 3 46

第３回

(1月開催)
25 12 10 6 4 57

計 57 32 31 11 9 140

件数/日 1.50 1.14 1.24 0.69 0.47 1.11

回
相談件数

表９ 相談受付件数 

本人 家族 親族 未記入 計

66 36 24 14 140

表１０ 相談者の種別 

30代

1%

40代

7%
50代

13%

60代

26%70代

22%

80代

9%

未記入

22%

図１０ 相談者の年代 

市政だより

46%

情報誌

16%

HP
1%

テレビ

1%

知人の紹介

3%

その他

24%

未記入

9%

図１１ 相談窓口を知った方法 

平成1～9年

2%

平成10年代

12%

平成20～27年

26%

平成28年～

(熊本地震以降)

36%

未記入

24%

グ

図１２ 空き家になった時

期 

相続

40%

熊本地震

8%
移住1%

その他

33%

未記入

18%

グ
相続 熊本地震

図１３ 空き家になった理由 

 ２）相談内容の解決・データ蓄積作業 

   空き家相談窓口業務で収集したデータ（空き家相談票および相談員向けアンケートの集計結

果）は以下のとおり。 

  ●空き家相談票の集計結果（一部掲載） 
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売買

30%

解体

21%
賃貸

16%

相続

11%

税金

7%

リ フォーム・ 修理

5%

登記

3%

適正管理

4%

苦情

3%

図１４ 相談内容 図１５ 建物の種類 

現状のままで

居住可

33%

補修しなければ

住めない

33%

補修しても

住めない

14%

未記入

20%

グラフ タイト ル
現状のままで…

図１６ 建物の状態 

40年代

27%

50年代

20%
30年代

10%

70年代～

9%

20年代

7%

60年代

7%

0～10年

4%

未記入

16%

木造

図１７ 築年数（木造） 

17%

17%

62%

4%

1人でも相談対応可能 マニュアルやQ&Aがあれば対応可能

引継ぎ先として紹介できる団体があれば対応可能 相談が多岐に渡るため相談対応は難しい

図１８ 相談員向けアンケート回答結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●相談員向けアンケートの集計結果（一部掲載） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸建

74%

共同

3%

店舗

2%

長屋

2%

未記入

19%

グラフ タイト ル戸建 共同 店舗 長屋 未記入

問）相談窓口を経験してみて、各団体等で開催される相談会等において空き家の相談が

あった場合、対応は可能と感じられましたか？ 
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写真６ 第 1 回市民向けセミナー風景 

写真７ 第２回市民向けセミナー風景(講演) 写真８ 第２回市民向けセミナー風景(展示ブース) 

  ３）相談者向けセミナー開催（アンケート実施含む） 

■第１回市民向けセミナー（10月 27日開催） 

    テーマ：空き家・終活セミナー 

「Ｈａｐｐｙ  Ｎｅｗ  Ｓｔａｒｔ～新たな出発をお祝いします～」 

    講師：一般社団法人 スタディライフ熊本  代表理事 古川寛子氏 

     内容：大切な家屋を空き家にしない方法について、終活を交えて紹介。参加者からは「と 

ても分かりやすかった」との意見・感想が多数あった。 

    参加者：２５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第２回市民向けセミナー（12月 8日開催） 

 テーマ：空き家とライフスタイルセミナー 

     「家と私 新たな人生のスタートについて」 

  講師：一般社団法人 スタディライフ熊本  代表理事 古川寛子氏 他 10名 

     内容：大切な家屋に関する相続・利活用（リノベーション等）・資産運用（ファイナン

シャルプラン）・終活（生前整理等）について、様々な専門家から分かりやすく

紹介。講師による講演を行った後は、参加者に様々な分野の展示ブースを巡って

いただき、専門家と直接やりとりをしていただくことで有益な情報を得てもらっ

た。 

    参加者：４７名 
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図１９ 空き家パンフレット裏表紙の各種ご相談窓口 

13：00～16：00 月・木(要予約) 

 

  ⑤専門家団体連携体制拡充 

当初の連携先に加えて「熊本地方法務局」「（一社）熊本県宅地建物取引業協会」「（一社）熊

本県優良住宅協会 熊本県住宅リフォーム協会」「（一社）熊本県解体工事業協会」に協力を呼

びかけ、連携体制を拡充した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．評価と課題 

 ①相談員の育成 

  空き家相談窓口業務対応マニュアル及び Q＆A の作成については、空き家対策研究会にて連携

先と協議・検討を重ねて作成した。今後も、研究会を定期的に開催し、相談員の意見・要望を十

分に反映したものに改定していく必要がある。 

  相談員を対象に研修会及び報告会を開催したことで、相談員の育成及び資質向上を図ることが

できた。今後も相談員の専門知識・技能の向上と、連携体制の更なる強化、そして相談者のニー

ズに即した相談サービスが提供できるような取り組みを継続する必要がある。 

 ②専門家連携体制構築 

  空き家対策研究会にて連携団体と協議を重ねたことで、今回の相談事務において、多様な専門

家のノウハウを活かした相談体制を構築することができた。今後も相談者及び専門家双方にとっ

てより最適で持続可能な相談体制の構築について協議を積み重ねたい。 

 ③意識啓発 

  市民向けパンフレットを作成し、様々な施設及び催事にて配布したことで、空き家の活かし方

や相談窓口の周知について、一定の効果を得ることができた。今後も、様々な施設及び催事で配

布することにより、多くの人に空き家に関する意識啓発を図っていきたい。 

  また、相談窓口開設、相談者向けセミナーについては、様々な媒体を用いて広報活動を行うこ

とで、広く周知を図ることができた。今後も様々な媒体を用いて、空き家に関する意識啓発に関

する広報活動を行いたい。 
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 ④相談事務実施 

  空き家相談窓口を開設したことで、多様な悩みを抱える相談者に対して、適確な助言を行うこ

とができた。また、相談窓口を多数開設することで、多くの専門家に実際に相談窓口を経験して

もらい、空き家に対する意識を高め、また、どのような相談が多いのか学んでいただくこともで

きた。 

相談者向けセミナーは、テーマを空き家に絞らず、終活やライフプランニングの内容と絡めて

実施することで、多くの方に参加いただいた。 

空き家の所有者の中には、高齢で相談窓口やセミナーにお越しいただけない方や、現時点では

関心がない方もいる。このような方に対して、いかにして働きかけを行っていくかは今後の課題

である。 

 ⑤専門家連携体制拡充 

  相談窓口での案内先及びパンフレットへの窓口掲載を行うため、空き家対策研究会に参加して

いない団体へ協力を呼びかけた結果、連携体制を拡充することができた。しかし、今回の連携先

だけでは対応に苦慮する相談内容もあった。今後、さらに連携体制を拡充することが課題である。 

４．今後の展開 

 ①空き家相談窓口業務対応マニュアルの更新 

  相談員を対象にアンケートを行った結果、「空き家相談は、引継ぎ先として紹介できる団体が

あれば対応可能」との意見が多かった。この結果を踏まえて、今後は各団体で受付けた空き家相

談も各団体間で取次ぎが出来るように空き家相談窓口業務対応マニュアルを更新したい。 

 ②空き家相談会の開催 

  空き家相談会については、今後も定期的に実施していきたい。エリアによっては、空き家の数

や特徴にもばらつきがあるため、地域の特性に応じた相談会を実施する必要があると思われる。 

 ③連携体制の維持と拡充 

本事業を通して各種団体との連携体制を構築することができた。今後も相談会および研究会を

継続するなどして、連携体制を維持・強化したい。 

相談窓口では税に関する相談等、今回の連携先だけでは相談対応に苦慮する案件もあった。今

後は税理士をはじめ、遺品整理業者など各方面との更なる連携体制の拡充を行い、相談者が利用

しやすい体制を構築したい。 

 ④空き家の所有者への情報提供 

  今回、相談を受けた中で取次ぎを不要とした相談者に対しても、相談後のアフターフォローと

して追跡調査を行い、その後の進捗状況の確認を行いたいと考えている。 

また、今年度実施した空家等実態調査の結果をもとに、空き家所有者へパンフレットの配布及

び相談会等の空き家に関する情報提供を行っていきたい。 
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住所 〒860-8601 熊本市中央区手取本町１番１号 
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